
Ａ３　魚津市訪問型サービス（ｻｰﾋﾞｽA）サービスコード表 令和8年6月1日

種類 項目

A3 1201 訪問A/回（1割） 197単位 90% 197

A3 1202 訪問A/回（2割） 197単位 80% 197

A3 1203 訪問A/回（3割） 197単位 70% 197

A3 1205 訪問A・同一/回（1割） 177単位 90% 177

A3 1206 訪問A・同一/回（2割） 177単位 80% 177

A3 1220 訪問A特別地域加算/回（1割） 197単位 90% 30

A3 1221 訪問A特別地域加算/回（2割） 197単位 80% 30

A3 1224 訪問A小規模事業所加算/回（1割） 197単位 90% 20

A3 1225 訪問A小規模事業所加算/回（2割） 197単位 80% 20

A3 1228 訪問A中山間地域等加算/回（1割） 197単位 90% 10

A3 1229 訪問A中山間地域等加算/回（2割） 197単位 80% 10

A3 1232 訪問A初回加算（1割） 200単位 90% 200

A3 1233 訪問A初回加算（2割） 200単位 80% 200

A3 1234 訪問A初回加算（3割） 200単位 70% 200

A3 1250 訪問A処遇改善加算Ⅰ１（1割） 90% 53

A3 1251 訪問A処遇改善加算Ⅰ１（2割） 80% 53

A3 1252 訪問A処遇改善加算Ⅰ１（3割） 70% 53

A3 1601 訪問A処遇改善加算Ⅰ２（1割） (2)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ　　所定単位数の287/1000 加算 90% 57

A3 1602 訪問A処遇改善加算Ⅰ２（２割） (2)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ　　所定単位数の287/1000 加算 80% 57

A3 1603 訪問A処遇改善加算Ⅰ２（３割） (2)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ　　所定単位数の287/1000 加算 70% 57

A3 1254 訪問A処遇改善加算Ⅱ１（1割） 90% 49

A3 1255 訪問A処遇改善加算Ⅱ１（2割） 80% 49

A3 1605 訪問A処遇改善加算Ⅱ２（1割） (4)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ　 所定単位数の266/1000 加算 90% 52

A3 1606 訪問A処遇改善加算Ⅱ２（2割） (4)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ　 所定単位数の266/1000 加算 80% 52

A3 1258 訪問A処遇改善加算Ⅲ（1割） 90% 41

A3 1259 訪問A処遇改善加算Ⅲ（2割） 80% 41

A3 1260 訪問A処遇改善加算Ⅲ（3割） 70% 41

A3 1501 訪問A処遇改善加算Ⅳ（1割） 90% 33

A3 1502 訪問A処遇改善加算Ⅳ（2割） 80% 33

A3 1262 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅰ１（1割） 90% 54

A3 1263 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅰ１（2割） 80% 54

A3 1264 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅰ１（3割） 70% 54

A3 1611 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅰ２（1割） (2)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ　 所定単位数の287/1000 加算 90% 57

A3 1612 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅰ２（2割） (2)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ　 所定単位数の287/1000 加算 80% 57

A3 1613 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅰ２（3割） (2)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）ロ　 所定単位数の287/1000 加算 70% 57

A3 1266 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅱ１（1割） 90% 50

A3 1267 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅱ１（2割） 80% 50

A3 1615 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅱ２（１割） (4)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ　 所定単位数の266/1000 加算 90% 53

A3 1616 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅱ２（2割） (4)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ　 所定単位数の266/1000 加算 80% 53

A3 1270 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅲ（1割） 90% 41

A3 1271 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅲ（2割） 80% 41

A3 1272 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅲ（3割） 70% 41

A3 1531 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅳ（1割） 90% 34

A3 1532 訪問A（初回加算）処遇改善加算Ⅳ（2割） 80% 34

【色分けルール】

　変更　※赤字が変更箇所

　新設

　廃止

(5)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）　　 所定単位数の207/1000 加算

1回につき

(1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ 　所定単位数の270/1000 加算

(5)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 　　所定単位数の207/1000 加算

1月につき

(1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ　　所定単位数の270/1000 加算

(6)介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 　　所定単位数の170/1000 加算

(6)介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） 　　所定単位数の170/1000 加算

ニ サービスA費介護職員等処遇改善
加算　197単位/回

ニ 初回加算介護職員等処遇改善加算
200単位/月

(6)介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）　　 所定単位数の170/1000 加算

(6)介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）　　 所定単位数の170/1000 加算

(3)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ　 所定単位数の249/1000 加算

(5)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 　  所定単位数の207/1000 加算

(1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ　 所定単位数の270/1000 加算

(1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ 　所定単位数の270/1000 加算

(3)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ　 所定単位数の249/1000 加算

(5)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 　　所定単位数の207/1000 加算

(1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ　　所定単位数の270/1000 加算

(1)介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）イ　　所定単位数の270/1000 加算

(3)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ　 所定単位数の249/1000 加算

(3)介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）イ　 所定単位数の249/1000 加算

(5)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） 　　所定単位数の207/1000 加算

(5)介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）　　 所定単位数の207/1000 加算

ハ 初回加算 200単位加算 １月につき

イ　訪問型
サービスA費
（Ⅰ）

事業対象者・要支援１・
２　197単位/回

１回につき

事業所と同一建物の利用者又はこれ
以外の同一建物の利用者20人以上
にサービスを行う場合　×90％

特別地域加算
所定単位数の15％加算（197単
位×15％）

中山間地域等における小規模事業所
加算

所定単位数の10％加算（197単
位×10％）

中山間地域等に居住する者へのサー
ビス提供加算

所定単位数の5％加算（197単位
×5％）

算定単位
基準単位等

サービスコード サービス内容略称
（ｻｰﾋﾞｽコード名称）

算定項目 給付率 合成単位数


